
 

 

 

 

 

 

いのちと人権を考える月間 
 

副校長  小池 拓哉 

文京区教育委員会では５月と１２月に「いのちと人権を考える月間」を設定し、子どもたちが、

自尊感情や自己肯定感を高め、自分や他者の命、人権を大切にする心や態度を育てる取組を行い、

人権教育や生命尊重教育の推進を図っています。 

世界人権宣言の第１条には次のように書かれています。 
 

わたしたちはみな、生まれながらにして自由です。ひとりひとりがかけがえのない人間であ

り、その値打ちも同じです。だからたがいによく考え、助けあわねばなりません。 
 

（訳：谷川俊太郎／アムネスティ・インターナショナル日本） 
 

人権は私たちに生まれながらにして与えられる権利であり、種族や性別、宗教、年齢、障がいな

どに関わらず、全ての人に平等に与えられているものです。そして、私たちが他者との関わりの中

で尊重されることが保障されてるものです。しかし、現実には差別や偏見、虐待など、さまざまな

形で人権が脅かされるケースが少なくありません。こんな問題が起きる原因は、十分に他者の立場

や感情を考えずに行動したり、差異を認めることができなかったりすることがあるからかもしれま

せん。 

さて、５月の学校生活では、生徒総会、３年修学旅行、２年防災宿泊体験、運動会練習等、学年

やクラス単位で取り組む行事が多くあります。そのため、お互いに意見を出したり、協力して取り

組んだりする場面が多くあると思います。そんなときに、次のことを心掛けてみましょう。 
 

○自分の考えをもつ。 ○他の人の考えを理解する。 ○考えを調整して解決方法をみつける。 
 

これらのことを実現するためには、自分の考えを正確に伝えたり、相手の考えをよく聴いたりす

るなどのコミュニケーション力が必要になります。自分のことだけを主張するのではなく、相手の

気持ちや立場を理解した言動が大切です。自分のことも大切にし、他の人のことも同じように大切

にする意識をもち、みんなで話し合い、より良い行事になるように協力できるといいですね。一人

ひとりが成長することを期待しています。 

 

◆ ◇ ◆ ５月の行事予定 ◇ ◆ ◇ 

１日（水）いのちと人権を考える月間始・開校記念日 

２日（木）尿検査（一次追加）・区中研（午前授業） 

８日（水）全学年耳鼻科検診・職員会議 

９日（木）３年音楽鑑賞教室 

１０日（金）生徒総会 

１３日（月）全校朝会・安全指導 

３年修学旅行前日指導 

１４日（火）～１６日（木）３年修学旅行 

１７日（金）～１８日（土）２年防災宿泊体験 

２０日（月）生徒朝会・教育実習始・第１回運動会係会 

２１日（火）尿検査（二次） 

２２日（水）避難訓練・校内研修会・尿検査（二次追加） 

２４日（金）英検 

２７日（月）運動会全体練習 

２８日（火）第２回運動会係会 

１年八ヶ岳移動教室保護者説明会 

地域教育協議会・学校運営協議会 

２９日（水）運動会予行練習・職員会議 

３１日（金）運動会前日準備 

いのちと人権を考える月間終 
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